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［１］県における地域療育支援の取組み

１．県における地域療育支援体制図

２．国の考え方を踏まえた本県の体制

３．国による障害児支援体制整備の手引き

４．地域療育ネットワーク会議
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市町村福祉課

保健センター

市町村教育委員会

支援

療育拠点施設
（こども総合療育センター）

地域における療育施設など

児童発達支援センター

（療育相談員）

障がい児施設、医療機関

障害児通所支援事業所

保護者、保育所（園）・幼稚園、学校など

発達障がい者支援センター

大学病院等

児童相談所

県広域本部・地域振興局

特別支援学校

連携

連携

３次圏域
（県全域）

２次圏域
（障害保健福祉圏域）

１次圏域
（市町村）

支援相談

相談

連携

地域医療機関

１．県における地域療育支援体制図
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【児童発達支援】

〇児童発達支援センターの４つの中核機能
①幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能
②地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能

③地域のインクルージョン推進の中核機能

④地域の発達支援に関する入口としての相談機能

⇒①は児童発達支援、②③④は地域支援の要素が強く、

児童発達支援センターには、地域支援の中核となることが期待されている

【国の考え方】

＜児童発達支援センター＞

【支援対象者】
受給者証の有無を問わない。

≪療育相談員≫【地域支援】

＜県が補助する児童発達支援センター＞

地域の公平・中立的な支援機能を中心的に
担う療育相談員を配置し、児童発達支援セ
ンターの地域支援機能を強化・拡充

２．国の考え方を踏まえた本県の体制
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＜児童発達支援センターの中核機能＞

＜地域障害児支援体制強化事業＞

③地域のインクルージョン
推進の中核機能

②地域の障害児通所支援事業所に
対するスーパーバイズ・コンサル

テーション機能

①幅広い高度な専門性に基づく
発達支援・家族支援機能

④地域の発達支援に関する
入口としての相談機能

児童発達支援
センター等

療育相談員

巡回支援専門員

●行政と連携し、圏域のネットワー
ク構築や、地域課題の共有・解決に
向けた調整を行う機能

県が補助する
児童発達支援
センター等
・療育相談員
を配置

≪療育相談員≫

①地域の公平・中

立的な支援機能を

中心的に担う。

②地域障害児支援

体制強化事業に係

る業務を行う。

③巡回支援専門員

と兼務可
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３．国による障害児支援体制整備の手引き
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【抜粋】
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【設置の目的】
○ 心身障がい児等をはじめ療育が必要な児（者）に関する保健、医療、福祉、教育などの各種サービスを総合的に調
整・推進し、地域の療育環境を向上させる。

【会議で所管する主な内容】
〇 地域の療育関係者の各種活動を通じ、圏域内の心身障がい児（者）ニーズの把握、各種サービスの充足状況及び各種
サービスの問題点の把握を行う。

〇 圏域内の療育関係機関のネットワークを構築する。また、圏域内では対応が困難ケース等について、圏域外の療育関
係機関との円滑な連携を図るために必要なネットワークを確保する。

（※各圏域からの抜粋）

〇市町村や圏域での課題の把握に向けた取組み（こども総合療育センター）

《地域療育支援計画・整理票の作成》

４．地域療育ネットワーク会議
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［２］発達障がい児（者）支援について

    １．発達障がいとは
２．本県における支援体制
３．本県における発達障がい施策の体系
４．県の障がい福祉計画・障がい児福祉計画
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県内（熊本市を含む）障害福祉サービス利用者数 単位 人

生まれつきの脳の発達のかたより、アンバランスさ。見た目では分かりに
くいため周囲に理解されにくい。
平成17年に発達障害者支援法が施行され現在は認知が広がっており、障害
福祉サービスの利用者も近年急増している。

※全ての利用者が発達障がいとは限らない

H29.10 H30.10 R1.10 R2.10 R3.10

児童発達支援及び
放課後等デイサービス

利用者
６，０１９ ６，９５７ ７，８５２ ８，６９６ ９，５６５

対前年比 ２５．６６％ １５．５８％ １２．８６％ １０．７５％ ９．９９％

R4.10

１０，５２０

９．０９%

R6.10

１２，３１３

７．８７%

R5.10

１1，４１５

８．５０%

利用者の増加率は鈍化傾向がみられるものの、毎年、約１割ほどの増加

１．発達障がいとは
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市町村福祉課

保健センター

市町村教育委員会

支援

県発達障がい者支援センター
（北部・南部）

地域における療育施設など

児童発達支援センター

（療育相談員）

障がい児施設、医療機関

障害児通所支援事業所

保護者、保育所（園）・幼稚園、学校など

大学病院等

児童相談所

県広域本部・地域振興局

特別支援学校

連携

３次圏域
（県全域）

２次圏域
（障害保健福祉圏域）

１次圏域
（市町村）

支援相談

相談

連携

地域医療機関

連携

こども総合療育センター

２．本県における支援体制
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１総合的な支援

• 福祉、保健、医療、教育、
労働などの機関と連携して、
ライフステージに応じた支
援を実施

２医療体制の整備

• 地域への専門支援

•医師等の養成研修

•普及啓発の実施

３家族への支援

• 保護者の不安を軽減するた
めのペアレントメンター
（※１）の養成

•保護者へのペアレント・プ
ログラム（※２）などの実
践

（※１）発達障がいのある子どもを育てた経験がある親であって、その経験を活かし、子どもが発達障がい
の診断を受けて間もない親などに対して共感的な支援を行うために一定のトレーニングを受けた者

（※２）親が自分の子どもの行動の特徴を理解したり発達障がいの特性を踏まえた褒め方や叱り方等を学ぶ、
地域での普及を図るために開発された簡易なプログラム

〇発達障がい者支援セン
ター

（県北・県南・熊本市）

〇発達障がい医療センター 〇発達障がい者支援セン
ター

（県北・県南・熊本市）

〇県医師会
・かかりつけ医等発達障がい
対応力向上研修

発達障がい児（者）とその家族が身近な地域で
適切な支援が受けられる施策の推進。

３．本県における発達障がい施策の体系
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≪目指すべき姿≫
発達障がいのある子どもや家
族が、いつでも身近な地域で
最適な支援を受けることがで
きる

・療育スキルの向上に
よる個々の特性に応
じた療育の提供
・困難事例への対
応スキル向上

発達障がい者地域支援マネジャー

児童発達支援
放課後等デイサービス保育所、学校等

〇かかりつけ医等発達障がい対応力向上研修事業
〇発達障がい医療センター事業

かかりつけ医

バックアップ

【発達障がい者支援センター】

専門心理士

地域支援者のスキルアップを支援して、身近な地域で適切な支援を提供できる

発達障がい診断待機解消事業発達障がい地域支援体制サポート事業
ペアレントメンター養成研修事業

・相談対応スキルの向上
・地域支援者の連携体制の
構築

・家族支援（ペアプロ等）
の実施

相談支援
窓口

・理解の促進による発達障が
いの早期発見

・個々の特性に配慮した
支援の提供

・アセスメントスキル向上に
よる発達障がいの早期発見

・アセスメントスキル向上に
よる早期支援へのつなぎ

地域保健
師

・発達障がいを診療できる
スキルの獲得

・専門医療機関または精神
科医との連携した個々の
状態に適した医療の提供

・発達障がい者支援センターによる地域支援体制
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（第７期熊本県障がい福祉計画・第３期熊本県障がい児福祉計画より抜粋）

４．県の障がい福祉計画・障がい児福祉計画
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（第７期熊本県障がい福祉計画・第３期熊本県障がい児福祉計画より抜粋）
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（第７期熊本県障がい福祉計画・第３期熊本県障がい児福祉計画より抜粋）
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https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/shougaiji_shien/8e3f2092

〇社会保障審議会障害者部会(第154回)・こども家庭審議会障害
児支援部会（第18回）合同会議の資料より抜粋

※資料作成日時点（2026.01.19）での最新資料

21

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66771.html
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〇社会保障審議会障害者部会(第154回)・こども家庭審議会障害
児支援部会（第18回）合同会議の資料より抜粋
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〇社会保障審議会障害者部会(第154回)・こども家庭審議会障害
児支援部会（第18回）合同会議の資料より抜粋


	スライド 1
	スライド 2: ［１］県における地域療育支援の取組み
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23

